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子ども・子育て支援事業計画の概要 

（※国の計画策定手引書 一部抜粋） 

 

１．計画の趣旨 

子ども・子育て支援法において、市町村は、国が示す基本指針に即して、５年を１期とす 

る市町村子ども・子育て支援事業計画を作成することとされている。その計画の中では、教育・

保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びにそれに対応する提供体制の確保の内容及

び実施時期について定めることになっている。 

市町村子ども・子育て支援事業計画は、地域の人口構造や産業構造等の地域特性、教育・保育

及び地域子ども・子育て支援事業に相当する事業の利用状況、利用希望等をふまえて作成される

ことが必要である。 

そこで、市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成にあたり、教育・保育及び地域

子ども・子育て支援事業の現在の利用状況を把握するとともに、保護者に対する調査等（以下、

「利用希望把握調査等」という。）を行い、これらを踏まえて教育・保育及び地域子ども・子育

て支援事業の量の見込みを推計し、具体的な目標設定を行うことが求められている。 

 

（子ども・子育て支援法） 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ど 

も・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関 

する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとす 

る。 

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供す 

るための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域（以下「教育・ 

保育提供区域」という。）ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・ 

保育施設に係る必要利用定員総数（第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子ども 

の区分ごとの必要利用定員総数とする。）、特定地域型保育事業所（事業所内保育事業 

所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。）に係る必要利 

用定員総数（同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）その他の教 

育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及 

びその実施時期 

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・ 

子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の 

提供体制の確保の内容及びその実施時期 

三 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進 
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に関する体制の確保の内容 

３（略） 

４ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子 

どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する 

意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。 

５ 市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境そ 

の他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支 

援事業計画を作成するよう努めるものとする。 

６～１０（略） 

 

（子ども・子育て支援法に基づく基本指針） 

３ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況及び利用希望の把握 

（一）現状の分析 

市町村子ども・子育て支援事業計画については、地域の人口構造や産業構造等の地域特 

性、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用の現状、利用希望の実情、教育・ 

保育施設等の地域資源の状況、更には子どもと家庭を取り巻く環境等の現状を分析して、 

それらを踏まえて作成することが必要である。 

（二）現在の利用状況及び利用希望の把握 

市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に当たり、教育・保育及び地域子 

ども・子育て支援事業の現在の利用状況を把握するとともに、保護者に対する調査等（以 

下「利用希望把握調査等」という。）を行い、これらを踏まえて教育・保育及び地域子ども・ 

子育て支援事業の量の見込みを推計し、具体的な目標設定を行うこと。 

利用希望把握調査等の実施に当たっては、当該調査結果を踏まえて作成する市町村子ど 

も・子育て支援事業計画及び市町村子ども・子育て支援事業計画を踏まえて作成する都道 

府県子ども・子育て支援事業支援計画が、教育・保育施設及び地域型保育事業の認可及び 

認定の際の需給調整の判断の基礎となることを勘案して、地域の実情に応じた適切な区域 

で行うこと。 

また、都道府県は、利用希望把握調査等が円滑に行われるよう、市町村に対する助言、 

調整等に努めること。その際、認可外保育施設及び私立幼稚園の運営の状況等について市 

町村に対する情報提供を行う等、密接に連携を図ること。 


